
鳥 取 県 小 規 模 作 業 所 設 置 運 営 要 領

（目的）

第１条 小規模作業所（以下「作業所」という。）は、鳥取県小規模作業所運営事業助成条例（平

成１２年鳥取県条例第１１号。以下「条例」という。）第２条第１項に定める障害者等（以下「障

害者等」という。）に対し、その能力に応じた生産活動その他の活動（以下「生産活動等」という。）

の機会を確保し、その知識及び能力の向上を図るために必要な作業訓練、生活指導等のサービス（以

下「サービス」という。）を提供することにより、障害者等の自立と社会参加を促進することを目

的とする。

（設置及び運営の主体）

第２条 作業所の設置及び運営の主体は、市町村長が適当と認めた法人その他の団体又は個人とする。

（作業所の種別等）

第３条 作業所の種別は、別表第１の第１欄に掲げるとおりとする。

２ 前項に規定する作業所の定義は、作業所の種別に応じ、それぞれ別表第１の第２欄に定めるとお

りとする。

（作業所の規模）

第４条 作業所の規模は、作業所の種別に応じ、それぞれ別表第１の第３欄に定めるとおりとする。

２ 前項に規定する作業所の規模は、２世帯以上にわたるものでなければならない。

３ 第１項の規定にかかわらず、授産活動型小規模作業所、就労移行型小規模作業所及び日中活動型

小規模作業所に関しては、これらのうち複数種別の作業所を一体的に運営する作業所（以下「多機

能型小規模作業所」という。）は、各種別ごとに常時利用する障害者等を４人以上としなければな

らない。

（利用者）

第５条 作業所の利用者は、障害者等であって、市町村長が当該作業所を利用（通所による利用に

限る。）することを適当と認めたものとする。ただし、体験利用、職場実習等により作業所を利用

する者については、利用者と認めないものとする。

２ 前項の規定に関わらず、事業所型小規模作業所及び授産活動型小規模作業所にあっては、在

宅して生産活動等を行う者であっても、毎月１回以上作業所へ通所し、作業指導等を受ける場

合又は作業所の職員が当該利用者の家庭を訪問し、作業指導等を行う場合は、利用者とするこ

とができるものとする。

３ 条例第２条第１項に規定する知事が指定する疾患は、別表第２に掲げるとおりとする。

（作業所の一般原則）

第６条 作業所は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえてサービスを提供すると

ともに、その効果について継続的な評価の実施その他の措置を講ずることにより、利用者に対して

適切かつ効果的にサービスを提供しなければならない。

２ 作業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めな

ければならない。



３ 作業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等を図るとともに、必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。

４ 作業所は、その運営に当たり、必要に応じて市町村、県総合事務所福祉保健局その他の関係機関

の協力を求めるとともに、常時、利用者の保護者と連絡を取り、利用者に対する支援が円滑かつ効

果的に実施されるよう努めるものとする。

（職員配置等）

第７条 作業所に置かなければならない職員及びその員数は、作業所の種別に応じ、それぞれ別表第

１の第４欄に定めるとおりとする。この場合において、作業所の利用者は、当該作業所の職員と

なることはできない。

２ 前項に規定する職員の業務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

とおりとする。

（１）職域開拓員 職域の開拓並びに受注及び販路の拡大その他生産活動等の機会の提供のために必

要な業務

（２）就労支援員 個別支援計画の作成、職場体験その他就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練の提供、求職活動に関する支援、職場の開拓及び就労後における職場への定着に向け

た支援その他必要な業務

（３）職業指導員 作業指導その他知識及び能力の向上のために必要な訓練の提供その他必要な業務。

ただし、事業所型小規模作業所以外の作業所の職業指導員は、職域の開拓並びに受注及び販路の

拡大その他生産活動等の機会の提供のために必要な業務も併せて行うものとする。

（４）生活支援員 生活指導、生活等に関する相談及び助言並びに日常生活上の支援その他必要な業

務

３ 第１項に規定する職員のうち職業指導員又は生活支援員のいずれか１人以上は、常勤でなけ

ればならない。

４ 第１項に規定する職員は、障害者等に対し、理解と熱意を持ち、適切な指導等を行う能力を

有し、専ら当該職員の職務に従事する者でなければならない。ただし、職業指導員及び生活支援

員については、利用者の支援に支障がない場合に限り、それぞれの職員を兼ねることができる。

５ 前項本文の規定に関わらず、職域開拓員は、利用者の支援に支障がない場合は、事業開始から３

年間に限り、他の職務を行う職員を兼ねることができる。

（設備等）

第８条 作業所には、作業所の種別に応じ、それぞれ別表第１の第５欄に掲げる設備等（以下「設備

等」という。）を設けなければならない。

２ 設備等のうち作業室は、利用者の支援に支障がなく、生産活動等の打ち合わせ等を行うに足る部

屋を設ける場合は、設けないことができる。

３ 設備等のうち作業設備は、利用者の支援に支障がない場合は、設けないことができる。

４ 設備等のうち相談室は、利用者の支援に支障がなく、他に室内における談話を漏洩するおそれの

ない部屋を確保する場合は、設けないことができる。

５ 作業所の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の

保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮したものとしなければならない。

（利用者の雇用等）

第９条 事業所型小規模作業所は、利用者の半数以上の者と雇用契約を締結しなければならない。



２ 事業所型小規模作業所は、利用者及び職員以外の者を当該作業所の生産活動等に従事する作業員

（以下「作業員」という。）として雇用する場合は、当該作業所の利用者の半数を超えて雇用して

はならない。

３ 事業所型小規模作業所は、前項の作業員を、当該作業所の利用者とすることはできない。

４ 事業所型小規模作業所は、第１項の規定により雇用する利用者及び第２項の規定により雇用する

作業員について、労働時間、休日、賃金等について就業規則に定め、労働関係法規に従わなければ

ならない。

（生産活動等の内容）

第10条 作業所の生産活動等の種目は、利用者の特性、地域の実情、製品の需給状況等を考慮して選

定するものとする。

２ 作業所の生産活動等の時間及び内容は、利用者にとって過重なものとならないよう必要な休憩時

間を設ける等十分配慮するものとする。

（賃金及び工賃）

第11条 作業所は、生産活動等に係る事業の収入（以下「事業収入」という。）から当該生産活動等

に必要な経費（職員、作業員及び当該作業所の業務に従事する短時間労働者の雇用管理の改善等

に関する法律（平成５年法律第７６号）第２条に定める短時間労働者（以下「短時間労働者」

という。）に係る人件費を除く。以下「必要経費」という。）を控除した額に相当する額を利用者

に賃金又は工賃（以下「工賃等」という。）として支払うものとする。

２ 前項の規定に関わらず、事業所型小規模作業所にあっては、前年度に雇用しない利用者に対して

支払われた１月当たりの工賃の平均額を超え、かつ、雇用する利用者への最低賃金の支払いに支障

がない限りにおいて、当該事業に従事する職員、作業員及び短時間労働者の人件費の全部又は一

部を必要経費に計上することができるものとする。

３ 第１項の規定にかかわらず、授産活動型小規模作業所にあっては、前年度に利用者に対して支

払われた１月当たりの工賃の平均額以上の工賃の支払いに支障がない限りにおいて、当該事業に従

事する職員及び短時間労働者の人件費の全部又は一部を必要経費に計上することができるものと

する。

４ 事業所型小規模作業所及び授産活動型小規模作業所は、利用者が自立した日常生活及び社会生活

を営むことを支援するため、第１項の規定により支払われる工賃等の水準を高めるよう努めなけれ

ばならない。

５ 授産活動型小規模作業所の利用者に対し支払われる１月当たりの工賃の平均額は、３千円を下回

ってはならない。

６ 事業所型小規模作業所及び授産活動型小規模作業所は、年度ごとに、工賃等それぞれについ

て、１月当たりの目標水準を設定し、当該工賃等の目標水準（以下「目標工賃額」という。）

及び前年度に利用者に対して支払われた１月当たりの工賃等の平均額（以下「工賃実績額」と

いう。）を、別に定める様式により県に報告しなければならない。

７ 県は、年度ごとに、前項の規定により報告のあった目標工賃額及び工賃実績額を県のホーム

ページで公表するものとする。

（就労支援等）

第12条 就労移行型小規模作業所は、利用者の有する能力、その置かれている環境、日常生活全般の

状況並びに利用者及び保護者の意向等を踏まえ、利用者の同意の下、就労に向けた個別支援計画を



作成しなければならない。

２ 就労移行型小規模作業所は、前項の個別支援計画に沿って職場実習ができるよう、実習の受

入先（企業等）を確保しなければならない。

３ 就労移行型小規模作業所は、公共職業安定所での求職の登録その他利用者が行う求職活動を

支援しなければならない。

４ 就労移行型小規模作業所は、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければなら

ない。

５ 就労移行型小規模作業所は、利用者の職場への定着を促進するため、利用者が就労した日か

ら６月以上、職業生活における相談等の支援を行うよう努めるものとする。

６ 第１項から前項までの規定による就労支援等の実施に当たっては、公共職業安定所、障害者

就業・生活支援センターその他の関係機関と連携し、利用者に対する支援が円滑かつ効果的に

実施されるよう努めなければならない。

（標準利用期間）

第13条 就労移行型小規模作業所は、就労を希望する利用者に対し、原則として２４月を超えない期

間において、就労に必要な支援を行うものとする。

（開所日数等）

第14条 作業所は、年間を通じて週４日以上開所するものとする。

２ 作業所の開所時間は、６時間を標準とし、地域の実情に応じて市町村長が適当と認める時間とす

る。ただし、行事、天災その他やむを得ない事情がある日については、この限りでない。

（健康管理）

第15条 作業所は、常に利用者の健康の状態に注意するとともに、利用者に対して、毎年１回以上健

康診断を行わなければならない。ただし、各年度において既に健康診断を受診している利用者につ

いては、この限りでない。

（衛生管理）

第16条 作業所は、利用者が使用する当該作業所の設備等を、常に衛生的に管理するとともに、衛生

上必要な措置を講ずるものとする。

２ 作業所は、当該作業所において感染症が発生しないよう努めるとともに、万一感染症が発生した

ときは、それがまん延しないよう必要な措置を講じなければならない。

（秘密保持等）

第17条 作業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の情報を漏ら

してはならない。

２ 作業所は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の情

報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

（事故発生時の対応）

第18条 作業所は、利用者に対するサービスの提供等により事故が発生することがないよう努めるも

のとする。

２ 作業所は、利用者に対するサービスの提供等により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び



利用者の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

（利用者負担額の受領）

第19条 作業所は、利用者に対しサービスを提供した際は、当該利用者から別に定める当該サービス

に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第１項に規定する被保護者に該当する者については、この限りでない。

２ 作業所は、前項の規定により利用者から利用者負担額の支払を受けた場合は、当該利用者負担額

に係る領収証を当該利用者に交付しなければならない。

（繰越等）

第20条 作業所は、各年度において受領した寄付金その他の収入額（各種補助金及び利用者負担額を

除く。）のうち、当該年度に執行しなかった額を上限として、翌年度に繰り越し、又は目的を定め

て積立てを行うことができるものとする。

２ 作業所は、前項の規定により積み立てた積立金を、各年度における一時的な資金需要に対応する

ため一時繰替使用することができるものとする。この場合において、一時繰替使用した額は、当該

年度内に、使用した額と同額を繰り戻さなければならない。

（帳簿の整備等）

第21条 作業所は、職員、利用者、設備等、会計その他必要となる事項に係る帳簿及び証拠書類を整

備し、５年間保存しなければならない。

（経費の補助等）

第22条 県は、作業所の運営に関して補助を行う市町村に対し、別に定めるところにより、当該補助

に要する経費の一部を補助するものとする。

附 則

１ この要領は、 平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度の補助事業から適用する。

２ 第４条第１項の規定に関わらず、平成２１年３月３１日までの間は、授産活動型小規模作業所及

び日中活動型小規模作業所の規模は、同条第３項の多機能型作業所として運営する場合を除き、常

時利用する障害者等を２人以上とする。

３ 前項に規定する作業所の規模は、２世帯以上にわたるものでなければならない。



別表第１（第３条、第４条、第７条、第８条関係）

１ 種 別 ２ 定 義 ３ 規 模 ４ 職員及び員数 ５ 設備等

事業所型小規 企業等に雇用されることが困難な障害 常時利用する障害 １ 職域開拓員 常勤職員１人以上 １ 作業室
模作業所 者等につき、その半数以上の者を雇用 者等が５人以上 ２ 職業指導員 常勤換算方法（作業所の職員 ２ 便所

し、労働関係法規に従いつつ就労の機 ただし、事業開始 の勤務延べ時間数を当該作業所の職員が勤務 ３ 作業設備
会を提供するとともに、雇用しない者 から３年間に限 すべき時間数（週３２時間以上とする。）で除 ４ 消火設備その他の非常災害

につき、生産活動等の機会を提供やそ り、２人以上とす することにより、当該作業所の職員の員数を に際して必要な設備

の知識及び能力の向上を図るため、作 る。 常勤の職員の員数に換算する方法。以下同じ。）
業訓練や生活指導等を行う作業所をい で常時利用する障害者等を１０で除した数以

う。 上
３ 生活支援員 常勤換算方法で常時利用する

障害者等を１０で除した数以上

授産活動型小 企業等に雇用されることが困難な障害 常時利用する障害 １ 職業指導員 常勤換算方法で常時利用する １ 作業室
規模作業所 者等につき、生産活動等の機会の提供 者等が５人以上 障害者等を１０で除した数以上 ２ 便所

やその知識及び能力の向上を図るた ただし、平成２１ ２ 生活支援員 常勤換算方法で常時利用する ３ 作業設備

め、作業訓練や生活指導等を行う作業 年３月３１日まで 障害者等を１０で除した数以上 ４ 消火設備その他の非常災害
所をいう。 に既に開所してい に際して必要な設備

る作業所を除く。

就労移行型小 就労を希望する障害者等につき、就労 常時利用する障害 １ 就労支援員 常勤職員１人以上 １ 訓練・作業室
規模作業所 に向けた個別支援計画を作成し、関係 者等が５人以上 ２ 職業指導員 常勤換算方法で常時利用する ２ 相談室

機関と連携を図りつつ、一定期間にわ 障害者等を１０で除した数以上 ３ 便所

たり、就労に必要な知識及び能力の向 ３ 生活支援員 常勤換算方法で常時利用する ４ 作業設備
上のために必要な指導その他の支援を 障害者等を１０で除した数以上 ５ 消火設備その他の非常災害

行う作業所をいう。 に際して必要な設備

日中活動型小 障害者等を通わせ、創作的活動又は軽 常時利用する障害 １ 職業指導員 常勤換算方法で常時利用する １ 多目的室
規模作業所 作業等の機会の提供や社会との交流の 者等が５人以上 障害者等を２０で除した数以上 ２ 便所

促進その他利用者の生きがいの創造、 ただし、平成２１ ２ 生活支援員 常勤換算方法で常時利用する ３ 作業設備

追求や自己実現を図るために必要な支 年３月３１日まで 障害者等を１０で除した数以上 ４ 消火設備その他の非常災害
援を提供する作業所をいう。 に既に開所してい に際して必要な設備

る作業所を除く。


